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全
国
一
斉
の
緊
急
情
報
の
伝
達
訓
練
を
行
い
ま
す

　

市
で
は
こ
の
た
び
、
全
国
瞬
時
情

報
シ
ス
テ
ム
（
Ｊ
‐
Ａ
Ｌ
Ｅ
Ｒ
Ｔ
）

か
ら
送
ら
れ
て
く
る
国
か
ら
の
緊
急

情
報
を
、
市
民
の
皆
さ
ん
へ
確
実
に

お
伝
え
す
る
た
め
、
緊
急
情
報
伝
達

手
段
の
試
験
を
行
い
ま
す
。

　

 

伊
奈
庁
舎
安
心
安
全
課　

☎
58

‐
２
１
１
１
（
内
線
１
２
４
１
）

問

　

11
月
28
日
㈮　

午
前
11
時
頃 

　
　
　
　
　
　
　
　

      

防
災
無
線
が
流
れ
ま
す

　

市
の
防
災
行
政
無
線
は
、
定
時
放

送
や
市
民
へ
の
お
知
ら
せ
、
火
災
な

ど
人
命
に
関
わ
る
非
常
事
態
な
ど
の

場
合
に
放
送
し
ま
す
。

　

全
国
瞬
時
情
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｊ
‐

Ａ
Ｌ
Ｅ
Ｒ
Ｔ
）
は
、
市
の
防
災
行
政　
　

放送内容
（定時放送と同じくらいの音量で市内すべての防災行政無線から放送されます）

「これは、テストです」×３
 +「こちらは防災つくばみらいです」
 +　防災行政無線チャイム

※今回の伝達試験は、全国一斉に実施されますので、つくばみらい市
 以外の市町村においても実施されます。

無
線
を
国
が
直
接
操
作
し
て
、
緊
急

情
報
を
市
民
の
皆
さ
ん
へ
瞬
時
に
お

知
ら
せ
す
る
も
の
で
す
。
放
送
さ
れ

る
内
容
は
、
緊
急
地
震
速
報
や
武
力

攻
撃
な
ど
の
時
間
的
余
裕
の
な
い
事

態
が
発
生
し
た
場
合
に
、
緊
急
情
報

が
国
か
ら
人
工
衛
星
を
介
し
て
送
信

さ
れ
、
自
動
的
に
防
災
行
政
無
線
に

よ
り
放
送
さ
れ
ま
す
。　
　

平
成
27
年
成
人
式
は
１
月
11
日
㈰
で
す

　

平
成
27
年
の
成
人
式
を
、
次
の
日

程
で
開
催
し
ま
す
。

■
日
時
…
平
成
27
年
１
月
11
日
㈰ 

　

午
後
１
時
30
分 

式
典
開
式
（
受
付

　

は
午
後
０
時
30
分
か
ら
）

■
会
場
…
市
総
合
運
動
公
園　

体
育

　

館
（
小
張
１
７
７
０
）

■
対
象
者
…
平
成
６
年
４
月
２
日
〜

　

平
成
７
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方

　
　

対
象
の
方
に
は
、
12
月
上
旬
に

　

案
内
状
を
送
付
し
ま
す
。

　
　

ま
た
、
住
民
票
を
市
外
に
異
動

し
て
い
る
方
で
、
市
成
人
式
に
参
加

を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
生
涯
学
習

課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

 

教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課　
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消
防
団
第
2
分
団
に
新
消
防
ポ
ン
プ
車
配
備

　

市
消
防
団
第
2
分
団
の
「
消
防
ポ

ン
プ
車
」
が
新
し
く
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
使
わ
れ
て
い
た
ポ
ン
プ

車
の
老
朽
化
に
伴
い
新
し
く
さ
れ
た

も
の
で
、
8
月
3
日
に
は
引
渡
式
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

　

市
消
防
団
員
は
、
火
事
や
災
害
に

備
え
て
市
内
の
各
地
区
に
組
織
さ
れ

て
お
り
、
全
部
で
11
の
分
団
が
あ
り

ま
す
。

　

消
防
団
員
は
、
本
業
を
も
ち
な
が

ら
、「
自
分
た
ち
の
ま
ち
は
自
分
た

ち
で
守
る
」と
い
う
精
神
に
基
づ
き
、

地
域
の
安
全
と
安
心
を
守
る
た
め
、

消
防
・
防
災
に
関
す
る
知
識
を
習
得

し
、
火
災
発
生
時
に
お
け
る
消
火
活

動
、
地
震
や
風
水
害
と
い
っ
た
大
規

模
災
害
発
生
時
に
お
け
る
救
助
・
救

出
活
動
、
警
戒
巡
視
、
避
難
誘
導
、

災
害
防
御
活
動
な
ど
に
従
事
し
て
い

ま
す
。

　

ま
た
、
平
常
時
に
お
い
て
も
、
訓

練
の
ほ
か
、
特
別
警
戒
、
広
報
活
動

な
ど
に
従
事
し
、
地
域
に
お
け
る
消

防
力
・
防
災
力
の
向
上
に
お
い
て
重

要
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。

新しい消防ポンプ車と市消防団第２分団の皆さん

事業主 ( 給与支払者 )・従業員 ( 納税義務者 ) の皆さんへ
　　　　　  茨城県と市から重要なお知らせ

平成 27年度から、給与所得に係る
個人住民税は、原則特別徴収（給与天引き）
により納めていただきます。
　特別徴収は、従業員の方が金融機関に出向く手間が省けるな
ど、納税者の方々の利便性の向上につながります。来年度から
の特別徴収実施に、ご理解とご協力をお願いします。
　なお、まだ実施いただけていない事業主の方で、特別徴収の
実施要件に該当すると思われる方に対しては、10月中に、県
内各市町村から特別徴収義務者指定予告のご案内を送付します。

個人住民税の特別徴収とは
　事業主（給与支払者）が所得税の源泉徴収と同じように、従
業員（納税義務者）に代わり、毎月従業員に支払う給与から個
人住民税を差し引き（給与天引き）し、納入していただく制度です。
※地方税法などの規定により、所得税を源泉徴収する義務のあ
る事業主に実施が義務付けられています。

問茨城県市町村課　☎ 029 ‐ 301 ‐ 2481 
伊奈庁舎税務課　☎ 58‐ 2111（内線 1133）


